
令和８年５月２９日 

 

 

柳川市地域公共交通計画策定事前調査業務委託公募型プロポーザル実施要領等に関する質問に対する回答 

 

 

№ 資料名 該当ページ 質問件名 質問内容 回答 

１ 仕様書 

 

1ページ 

 

パーソントリッ

プ調査結果の収

集について 

PT 調査のマスターデータの収集は受注

者側では対応できず、市からの利用申請

が必要になると認識しております。収集

するデータによっては、市の協力が得ら

れるとの理解でよろしいでしょうか。 

 

データ収集に係る手続きは、原則受注者側

の対応となりますが、受注者側で対応でき

ない PT調査のマスターデータの収集などに

ついては、お見込みのとおりです。 

 

２ 仕様書 2ページ 市民アンケート

調査のお礼状兼

督促状について 

お礼状兼督促状の記載がありましたが、

これはアンケートの回答数（回収率）に

関わらず発送することを求められてい

るという理解でよろしいでしょうか。 

 

お見込みのとおりです。 

３ 仕様書 2ページ 交通拠点利用者

ヒアリング調査

の対象人数につ

いて 

調査は平日・休日各１日想定とあります

が、325 人というのは平休日合計の目標

数という理解でよろしいでしょうか？ 

記載の数値は、前回調査時の実績を示した

ものです。ヒアリング調査の対象人数等、具

体的な内容につきましては、発注者と協議

の上、決定するものとします。 

４ 仕様書 2ページ 高校生アンケー

ト調査の学校へ

の協力依頼につ

いて 

同一学年へのインターネット調査と書

かれてあるため、学校側への協力依頼が

必要になると思われますが、学校への依

頼は市の協力を得られるとの理解でよ

ろしいでしょうか？ 

 

お見込みのとおりです。 

５ 仕様書 3ページ 協議会の開催時

期について 

協議会は業務スケジュールのコントロ

ールポイントになると考えますが、会議

2回の開催はいつ頃の想定でしょうか。 

 

協議会は、令和 8 年 10 月頃、令和 9 年 1～

2月頃の開催を想定しています。 



№ 資料名 該当ページ 質問件名 質問内容 回答 

６ 公募型プロ

ポーザル実

施要領 

3ページ 企画提案書のペ

ージ数について 

企画提案書のページ数に制限はありま

すか。 

企画提案書のページ数に制限はありません

が、読みやすく、ポイントを押さえた内容と

してください。 

７ 様式第６号 

担当者経歴

書 

1ページ 主な業務経歴に

ついて 

同種業務、類似業務の設定範囲を教えて

いただきたい。また、期間に制限はあり

ますか。 

同種・類似業務の設定範囲については、地域

公共交通計画に類する計画の策定を担当し

た業務とします。なお、期間に制限はありま

せんが、直近で担当した業務を３件以内で

記載してください。 

８ 様式第５号 

業務実施体

制調書 

 

様式第６号 

担当者経歴

書 

1ページ 管理技術者・照

査技術者につい

て 

管理技術者・照査技術者に必要な条件

（資格等）はありますか。 

管理技術者・照査技術者に必要な条件は指

定しておりませんが、技術士（都市及び地方

計画）や RCCM（都市計画及び地方計画）の

資格を有する者が望ましいです。 

９ 業務委託仕

様書 

1ページ ②基礎データの

更新・整理につ

いて 

公共交通に関連する各種基礎データ等

について、現時点で発注者より提供可能

な範囲を教えていただきたい。 

（例：既存乗降データ、ODデータ、アン

ケート結果、GTFSデータ等） 

計画策定時には、本市で所有する以下のデ

ータは提供可能です。なお、受注者側で対応

できないものに関しては、№1の回答のとお

りです。 

 

⚫ 柳川市コミュニティバスの利用実績 

 

１０ 業務委託仕

様書 

1ページ ③人流の整理に

ついて 

人流整理に係る既存データ収集につい

て、発注者にて保有又は取得済みのデー

タがある場合は、提供いただくことは可

能でしょうか。 

発注者で保有又は取得済みのデータはあり

ません。なお、受注者側で対応できないもの

に関しては、№1の回答のとおりです。 

１１ 業務委託仕

様書 

1ページ ③高校生アンケ

ート調査につい

て 

高校生アンケート調査の「インターネッ

ト調査」については生徒がスマートフォ

ン等から回答する形式を想定されてい

ますでしょうか。また、回答フォーム・

調査ページの作成主体（発注者・受注者）

について教えていただきたい。 

 

インターネット調査は、スマートフォン等

からの回答を想定しています。 

なお、回答フォーム・調査ページの作成主体

は受注者とし、アンケート結果の権利につ

いては、発注者に帰属するものとします。 




